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地方税財源の拡充に関する意見書 

  

住民福祉の増進等に責任を負う地方自治体においては、地方がその責任と権限に応じた役

割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要がある。 

しかし、国は、平成26年度税制改正において、地方法人特別税・地方法人特別譲与税を継

続するとともに、地方消費税率の引上げにより、地方自治体間の財政力格差がさらに拡大す

るとの理由から、地方の貴重な自主財源である法人住民税の国税化を新たに導入した。また、

消費税率の10パーセントへの引上げ時には、これをさらに進めることとした。 

本年６月末に決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2015」においても、「地方の税

収増が見込まれる中、『税制抜本改革法』を踏まえ、地域間の税源の偏在を是正する方策を講

ずる」とされており、法人住民税の国税化の更なる拡大や他の不合理な偏在是正措置の導入

が危惧される。こうした措置は、地方税財源の拡充につながらず、地方の自立そのものを妨

げ、地方分権の流れに逆行するものである。 

北区には、住民の暮らしや企業活動を支えるため、子育て・教育環境の整備や福祉・医療

の充実などはもとより、高度成長期に全国に先駆けて建設された公共施設の維持・更新、防

災力の強化など、大都市特有の膨大な財政需要が存在しており、税収増のみに着目して、財

政的に富裕であると断ずることは適当でない。 

地方自治体が責任を持って充実した住民サービスを提供していくためには、需要に見合う

財源の確保が不可欠であり、地方財政が抱える巨額の財源不足という問題は、限られた地方

税財源の中での財源調整では根本的な解決を図ることはできない。 

よって、本区議会は、国会及び政府に対し、地方税の根本原則をゆがめる地方法人特別税・

地方法人特別譲与税と法人住民税の国税化を直ちに撤廃して地方税として復元するとともに、

不合理な偏在是正措置を新たに導入することなく、地方が担う権限と責任に見合う地方税財

源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要請する。 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書 

 

青色申告者を含む、小規模事業者を取り巻く環境は、長期的な景気の低迷に続き、世界

規模の経済状況の悪化により危機的かつ深刻な状況にあり、雇用不安の拡大、金融事情の

悪化、後継者不足など、さまざまな危機にさらされている。このような社会経済環境のも

と、小規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族を含めてその生活基盤は圧迫され続けて

いる。 

また、小規模事業者のみならず多くの都民が、税や社会保障費などの負担の増加にあえ

いでいる実態にある。  

この厳しい環境下において、東京都独自の施策として定着している固定資産税及び都市

計画税の軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は更に厳しいも

のとなり、地域社会の活性化のみならず日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもな

りかねない。 

よって、本区議会は東京都に対し、下記の事項を平成 28 年度以降も継続するよう求める

ものである。 

 

記 

 

１、小規模住宅用地に対する都市計画税を２分の１とする軽減措置 

２、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を２割減額する減免措置 

３、商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を 65％に引き

下げる減額措置 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書 

 

将来にわたっての「人口減少問題の克服」と「成長力の確保」の実現のためには、総合

戦略の政策パッケージを拡充強化し、「地方創生の深化」に取り組むことが必要である。 

政府は６月 30 日、平成 28 年度予算に盛り込む地方創生関連施策の指針となる「まち・

ひと・しごと創生基本方針 2015」を閣議決定した。 

今後は、全国の自治体が平成 27 年度中に策定する「地方版総合戦略」の策定を推進する

のとともに、国はその戦略に基づく事業など、「地域発」の取り組みを支援するため、地方

財政措置における「まち・ひと・しごと創生事業費」や平成 28 年度に創設される新型交付

金など、今後５年間にわたる継続的な支援とその財源の確保を行うことが重要となる。 

よって、本区議会は政府に対し、地方創生の深化に向けた支援として、下記の事項につ

いて実現するよう強く要請する。 

 

記 

 

１、地方財政措置における「まち・ひと・しごと創生事業費」と各府省の地方創生関連事 

業・補助金、さらには新型交付金の役割分担を明確にするとともに必要な財源を確保す 

ること。 

２、平成 27 年度に創設された「まち・ひと・しごと創生事業費（１兆円）」については、

地方創生に係る各自治体の取り組みのベースとなるものであるから、財源を確保の上、

５年間は継続すること。 

３、平成 28 年度に創設される新型交付金については、平成 26 年度補正予算に盛り込まれ 

た「地方創生先行型交付金」以上の額を確保するとともに、その活用については、例え 

ば人件費やハード事業等にも活用できるなど、地方にとって使い勝手の良いものにする 

こと。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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